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Ⅰ 情報公開制度 
第１ 情報公開制度のあらまし 

１ 豊田市の情報公開制度 

豊田市は、市民の皆さんに市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加をより進

めていただくために、平成１１年７月１日から情報公開制度を実施しています。その

後、地方分権の進展、全国的な住民の参画意識の高まり、国の情報公開法の施行など

社会情勢が変化してきました。こうした時代の要請に適合するため、「知る権利」、

「説明する責務」の明記を始めとした豊田市情報公開条例の改正を行い、情報公開制

度の一層の充実と推進を図ってきました。 

また、平成２５年４月からは、実施機関が廃棄した行政文書の中から重要な歴史資

料として市長が保有する歴史公文書についても、開示請求の対象としています。 

この制度は、市民の皆さんの求めに応じて公文書の閲覧又は写しの交付を行うもの

です。この制度によって、市は、請求された公文書の開示義務を負うと同時に、情報

公開制度の適正な運用を通じて、市民に開かれた民主的な行政を推進していきます。 

 

２ 制度の概要 

（１）実施機関 

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定

資産評価審査委員会、事業管理者、消防長、議会 

 

（２）対象となる公文書 

ア 行政文書  

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記

録であって、組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの 

イ 歴史公文書 

実施機関が廃棄の決定をした行政文書の中から、重要な歴史資料として市長が

選別し保有しているもの 

 

（３）開示請求できる人 

個人、法人を問わずどなたでも請求することができます。 

 

（４）開示請求の方法 

公文書管理センター（市役所東庁舎７階）に備付けの「公文書開示請求書」（市

のホームページからも取得できます。）に所定の事項を記入の上、提出していただ

きます。郵送又はＦＡＸによる開示請求もできますが、口頭、電話及びメールによ

る開示請求はできません。 

※ 令和５年４月１日から、請求手数料（１件につき２００円）の納付が必要に

なりました。 

 ※ 令和６年４月１日から、「あいち電子申請・届出システム」を使用して電子

申請にて請求することができるようになりました。 
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（５）開示・不開示の決定 

請求のあった日から１５日以内に開示するかどうかを決定し、その後速やかに結

果を文書で通知します。やむを得ない場合は、決定の期間を延長することもありま

す。 

 

（６）開示できない情報 

次のような情報が記録されている場合は、その情報は開示できません。 

① 特定の個人が識別される情報 

② 法人その他の団体又は事業を営む個人に不利益を与える情報 

③ 人の生命、財産などの保護、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障

が生じる情報 

④ 市や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で公に

すると率直な意見の交換、意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報 

⑤ 市等の事務事業の適正な遂行に支障が生じる情報 

⑥ 法令又は条例の規定により公にできない情報 

 

（７）開示の方法 

お知らせした日時に、指定の場所（原則として公文書管理センターです。）で開

示します。公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付は有料となります。 

※ 令和５年４月１日から、写しの交付に要する費用と合わせて、開示手数料

（閲覧か写しの交付かを問わず、開示文書が１００枚を超える枚数１枚につき  

１０円）の納付が必要になりました。 

 

（８）不開示等の決定に不服がある場合 

不開示等の決定に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求を行う

ことができます。 

この場合、実施機関は学識経験者などで構成する「豊田市情報公開・個人情報保

護審査会」の意見を尊重し、公正に再度開示するかどうか等を決定します。 

 

（９）情報提供の推進 

実施機関は、市民が市政に関する情報を適時に、かつ、容易に得られるよう情報

提供の推進に努めています。 
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第２ 情報公開制度の実施状況 

１ 行政文書の開示請求状況 

（１）年度別請求件数 

令和７年度は、総件数２８６件の請求がありました。≪表１参照≫ 

表１ 年度別請求件数 

 開示請求 任意的開示の申出 合  計 

平成１４年度 ４９件 １６件 ６５件 

平成１５年度 ５７件 ８件 ６５件 

平成１６年度 ２８件 ２８件 ５６件 

平成１７年度 １０８件 １３４件 ２４２件 

平成１８年度 ８４件 ５２件 １３６件 

平成１９年度 ９１件 ４６件 １３７件 

平成２０年度 １０１件 １０１件 ２０２件 

平成２１年度 １２７件 １４４件 ２７１件 

平成２２年度 ８２７件 １７２件 ９９９件 

平成２３年度 ４２４件 ２３０件 ６５４件 

平成２４年度 ９８件 １８７件 ２８５件 

平成２５年度 ８０件 ３６９件 ４４９件 

平成２６年度 １０２件 ４３４件 ５３６件 

平成２７年度 １０１件 ３７７件 ４７８件 

平成２８年度 ６５５件  ６５５件 

平成２９年度 ５７９件  ５７９件 

平成３０年度 ７４６件  ７４６件 

令和元年度 ８００件  ８００件 

令和２年度 ７９４件  ７９４件 

令和３年度 ５４７件  ５４７件 

令和４年度 ５７３件  ５７３件 

令和５年度 ３４８件  ３４８件 

令和６年度 ３７５件  ３７５件 

令和７年度 ２８６件  ２８６件 

備考 主に住所が市外にある方からの請求を「任意的開示の申出」として区分して

いましたが、平成２８年度から「開示請求」に統合しました。 

 

 

（２）実施機関別請求件数 

公文書の開示請求は、その公文書を保有している実施機関に対して行います。令

和７年度の開示請求は、市長に対するものが２４９件、教育委員会に対するものが
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８件、事業管理者に対するものが１９件、消防長に対するものが１０件でした。 

≪表２参照≫ 

 

表２ 実施機関別請求状況 

実 施 機 関 令和７年度 令和６年度 

市 長 ２４９件 ３３４件 

内

        

訳 

市 長 公 室 １件 ３件 

企 画 政 策 部 ２件 １件 

総 務 部 ２１件 ２７件 

市 民 部 ６件 １３件 

地 域 活 躍 部 

（地域振興部） 
５件 １０件 

魅 力 創 造 部 

（生涯活躍部） 
６件 １８件 

美 術 ・ 博 物 部  ３件 

こども・若者部 ５件 ８件 

環 境 部 ７件 ２０件 

福 祉 部 １２件 ２０件 

保 健 部 ２２件 ８件 

産 業 部 ２件 ４件 

都 市 整 備 部 １４５件 １６０件 

建 設 部 １４件 ３９件 

会 計 課 １件  

教 育 委 員 会 ８件 １３件 

選 挙 管 理 委 員 会   

監 査 委 員  １件 

公 平 委 員 会   

農 業 委 員 会   

固定資産評価審査委員会   

事 業 管 理 者 １９件 １６件 

消 防 長 １０件 １１件 

議 会   

合   計 ２８６件 ３７５件 

  備考 令和７年度から地域振興部の名称が地域活躍部に、生涯活躍部の名称が魅力 

創造部に変更されました。 

 

２ 行政文書開示決定状況 

（１）開示請求に対する決定状況 
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令和７年度中にあった２８６件の開示請求のうち、取り下げられたものが１５件

あり、これらを除く２７１件について開示・不開示の決定を行いました。決定の内

訳は、全部開示１２０件、部分開示（不開示情報を除いた部分についての開示）１

４１件、不開示１０件でした。≪表３参照≫ 

 

表３ 決定状況 

 

（２）不開示理由の状況 

令和７年度は、表３のとおり１４１件について部分開示、１０件について全部を

不開示としています。 

その一部を不開示とした理由は、条例第７条第１号（個人情報）に該当したもの

が８３件、同条第２号（事業活動情報）に該当したものが２８件、同条第３号（公

共の安全等情報）に該当したものが７件、同条第４号（審議、検討又は協議に関す

る情報）に該当したものが１件、同条第５号（事務事業情報）に該当したものが１

４件、その他（公文書を保有していないため）が６５件であり、全部を不開示とし

た理由は、条例第１０条（行政文書の存否に関する情報）に該当したものが１件、

その他（公文書を保有していないため）が９件となっています。 

なお、１件の決定処理に対して、不開示理由が重複して該当する場合があるため、 

実 施 機 関 件 数 
決 定 件 数 

全部開示 部分開示 不開示 取下げ 却下 

市 長 ２４９件 １０４件 １２６件 １０件 ９件  

内 
 

 
 

訳 
 

 
 

 

市 長 公 室 １件  １件    

企画政策部 ２件  １件  １件  

総 務 部 ２１件 ３件 １５件 ３件   

市 民 部 ６件 ５件 １件    

地域活躍部 ５件  ５件    

魅力創造部 ６件  ５件 １件   

美術・博物部       

こども・若者部 ５件 ３件 ２件    

環 境 部 ７件 ４件 ２件  １件  

福 祉 部 １２件 １件 １０件  １件  

保 健 部 ２２件 １３件 ６件 ２件 １件  

産 業 部 ２件  １件 １件   

都市整備部 １４５件 ６８件 ７１件 ３件 ３件  

建 設 部 １４件 ７件 ５件  ２件  

会 計 課 １件  １件    

教 育 委 員 会 ８件 ３件 ４件  １件  

事 業 管 理 者 １９件 ９件 ６件  ４件  

消 防 長 １０件 ４件 ５件  １件  

合     計 ２８６件 １２０件 １４１件 １０件 １５件  
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不開示理由の件数は、部分開示及び全部を不開示とした合計件数を超えています。 

≪表４参照≫ 

 

表４ 不開示（部分開示）理由別件数 

不 開 示 理 由 部分開示 不 開 示 合  計 

個 人 情 報（１号） ８３件  ８３件 

事 業 活 動 情 報（２号） ２８件  ２８件 

公共の安全等情報（３号） ７件  ７件 

審議、検討又は協議に関する情報（４号） １件  １件 

事 務 事 業 情 報（５号） １４件  １４件 

法 令 秘 情 報（６号）    

行政文書の存否に関する情報（第１０条）  １件 １件 

その他（公文書を保有していないため） ６５件 ９件 ７２件 

合     計 １９８件 １０件 ２０８件 

備考 不開示理由の号数は、豊田市情報公開条例第７条の各号を示します。 

 

３ 歴史公文書の開示決定状況 

   開示請求に対する決定状況 

令和７年度中に歴史公文書の開示請求はありませんでした。 

 

４ 審査請求の状況 

（１）審査請求制度 

請求に対する決定に不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から起算し

て３月以内に、実施機関に審査請求を行うことができます。 

実施機関は、審査請求に対して、再度、開示又は不開示の検討を行い、却下すべ

きことが明らかな場合や、請求の全部を認容する場合を除いて「情報公開・個人情

報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して開示するかどうかの裁決を行います。 

 

（２）審査請求の裁決状況 

令和７年度は、２件の審査請求がありました。また、令和３年度から処理を継続

した審査請求が１０件ありました。 

これらのうち３件について、令和７年度中に裁決を行い、その内訳は、一部認容

が２件、棄却が１件となっています。≪表５参照≫ 
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表５ 審査請求の裁決状況 

実施機関 請求件数 継続件数 
裁決状況 

認容※ 棄却 却下 取下げ 処理中 

市長  ８件 ２件 １件   ５件 

教育委員会 ２件      ２件 

農業委員会  ２件     ２件 

合計 ２件 １０件 ２件 １件   ９件 

  ※一部認容を含みます。 

 

（３）情報公開・個人情報保護審査会 

審査請求の審査を行うための諮問機関として、学識経験者で構成する豊田市情報 

公開・個人情報保護審査会が設置されています。≪表６参照≫ 

この審査会は、豊田市個人情報保護条例における諮問機関も兼ねています。 

 

表６ 豊田市情報公開・個人情報保護審査会委員名簿  （敬称略・５０音順） 

氏  名 役    職    名 備 考 

鋤 柄
す き が ら

   司
つかさ

 弁護士  

鈴 木
す ず き

秀 和
ひ で か ず

 名城大学情報工学部情報工学科教授  

保
ほ

 黒
ぐろ

 政
まさ

 大
ひろ

 中部大学理工学部宇宙航空学科教授  

松
ま つ

村
む ら

 享
すすむ

 名古屋学院大学法学部法学科教授  

宮
み や

﨑
ざ き

 亮
りょう

 弁護士  

矢
や

 島
じま

 聖
せい

 也
や

 
名古屋大学法制国際教育協力研究セン

タ―准教授 
 

（令和８年３月末日現在） 

 

５ 出資法人等の情報公開の状況 

（１）情報公開実施団体 

市が出資等を行っている法人は、市政の一翼を担っており、市民生活に深く関わ

っていることなどから、市と同様に市民の皆さんに対して情報の公開を行っていま

す。≪表７参照≫ 

また、市の委託を受けて施設の管理を行う指定管理者や市営住宅等の管理を行う

管理代行者についても、情報の公開を行っています。 
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表７ 情報公開実施団体 

 団    体    名 

１ 豊田市土地開発公社 

２ 株式会社旭高原 

３ 株式会社三州足助公社 

４ 株式会社どんぐりの里いなぶ 

５ 株式会社香恋の里 

６ 豊田市駅東開発株式会社 

７ 豊田市駅前開発株式会社 

８ 豊田市駅前通り南開発株式会社 

９ 一般社団法人ツーリズムとよた 

１０ 豊田まちづくり株式会社 

１１ 公益財団法人豊田加茂環境整備公社 

１２ 公益財団法人豊田都市交通研究所 

１３ 公益財団法人豊田市国際交流協会 

１４ 社会福祉法人豊田市社会福祉協議会 

１５ 公益財団法人豊田地域医療センター 

１６ 株式会社豊田ほっとかん 

１７ 社会福祉法人豊田市福祉事業団 

１８ 一般財団法人豊田市水道サービス協会 

１９ 公益財団法人豊田市文化振興財団 

２０ 公益財団法人豊田市スポーツ協会 

２１ 株式会社豊田スタジアム 

２２ 公益財団法人豊田市学校給食協会 

 

（２）開示請求に対する決定状況 

   令和７年度は、２２団体に対する開示請求はありませんでした。 
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Ⅱ 個人情報保護制度 
第１ 個人情報保護制度のあらまし 

１ 豊田市の個人情報保護制度 

  高度情報通信社会の進展に伴い、行政の運営においても個人情報が大量に収集され、

多様な処理を経て高度に活用されています。こうした個人情報の利用の拡大は、住民

の利便性や社会経済活動の向上、事務の効率化といった効果をあげていますが、一方

では、情報機器の高性能化や情報通信網の整備と相まって、その取扱いを誤ると個人

のプライバシーを侵害するおそれも増大しています。 
そこで、豊田市は、「豊田市電子計算機処理に係る個人情報保護条例」の全部を改

正して、平成１６年１月に「豊田市個人情報保護条例」を施行し、個人情報の保護を

推進してきました。 

  令和５年４月１日からは、個人情報保護制度が全国一元化されたことに伴い、豊田

市個人情報保護条例を廃止するとともに、改正された個人情報の保護に関する法律

（以下「法」という。）に基づき個人情報の保護を推進していくことになりました。

また、議会については、法の適用対象外であることから、豊田市議会個人情報保護条

例を制定し、他の市の機関と同等の制度を運用することとしました。 
 

２ 制度の概要 

（１）市の機関 

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定

資産評価審査委員会、事業管理者、消防長、議会 

 

（２）対象とする個人情報 

生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定

の個人を識別することができるもの又は個人識別符号が含まれるものをいいます。 

 

（３）豊田市が保有する個人情報の適切な取扱いに関する基本的事項 

豊田市が保有する個人情報の取扱いについて、次のようなルールにのっとり、個

人情報の保護を図っています。 

ア 個人情報の保有の制限等 

・市の機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は

業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特

定しなければならない。 

・市の機関は、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しては

ならない。 

・利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると

合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

イ 利用目的の明示 

市の機関は、本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得すると

きは、法令で規定する場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明

示しなければならない。 
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ウ 不適正な利用の禁止 

  市の機関は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法に

より個人情報を利用してはならない。 

エ 適正な取得 

市の機関は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 

オ 正確性の確保 

市の機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在

の事実と合致するよう努めなければならない。 

カ 安全管理措置 

市の機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情

報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

キ 従事者の義務 

個人情報の取扱いに従事する市の機関の職員等又は市の機関から個人情報の取

扱いの委託を受けた者等は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだり

に他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

ク 漏えい等の報告等 

市の機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全

の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個

人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で

定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなけれ

ばならない。その場合、法令で規定する場合を除き、本人に対し、個人情報保護

委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならな

い。 

ケ 利用及び提供の制限 

市の機関は、法令に基づく場合及び法令に規定する場合を除き、利用目的以外

の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

コ 保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求 

市の機関は、利用目的のために又は法令の規定に基づき、保有個人情報を提供

する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者

に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その

他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のた

めに必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

サ 外国にある第三者への提供の制限 

市の機関は、外国にある第三者に利用目的以外の目的のために保有個人情報を

提供する場合には、法令に基づく場合及び法令に規定する場合を除き、あらかじ

め外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。 

 

（４）個人情報ファイル 

ア 個人情報ファイルの保有等に関する事前の届出 

市の機関は、５００人以上の個人情報ファイルを保有しようとするときは、法

令で規定する場合を除き、あらかじめ、市長に対し、個人情報ファイルの名称、

利用目的、記録項目等の事項を届け出ます。 
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イ 個人情報ファイル簿の作成及び公表 

市の機関の長は、法令で規定する個人情報ファイルを除き、市の機関が保有し

ている個人情報ファイルについて、届出事項を記載した個人情報ファイル簿を作

成し、公表します。この個人情報ファイル簿は、公文書管理センター及び市のホ

ームページにおいて閲覧できます。 

 

（５）開示、訂正及び利用停止 

ア 開示請求 

誰でも、市の機関に対し、その保有する自己の個人情報の開示を請求すること

ができます。 

イ 開示請求の方法 

公文書管理センター（市役所東庁舎７階）に備付けの「個人情報開示請求書」

（市のホームページからも取得できます。）に所定の事項を記入の上、提出して

いただきます。郵送による開示請求もできますが、口頭、電話、ＦＡＸ及びメー

ルによる開示請求はできません。 

ウ 開示・不開示の決定 

請求のあった日から１５日以内に開示するかどうかを決定し、その後速やかに

結果を文書で通知します。やむを得ない場合は、決定の期間を延長させていただ

くこともあります。 

エ 開示できない情報 

次のような情報が記録されている場合は、その情報は開示できません。 

① 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

② 開示請求者以外の特定の個人が識別される情報 

③ 法人その他の団体又は事業を営む個人に不利益を与える情報 

④ 市や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で公

にすると率直な意見の交換、意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情

報 

⑤ 市等の事務事業の適正な遂行に支障が生じる情報 

オ 開示の方法 

お知らせした日時に、指定の場所（原則として公文書管理センターです。）で

開示をします。公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付は有料となります。 

 

（６）訂正の請求 

開示を受けた自己の個人情報の内容が事実でないと考えるときは、市の機関に対

し、訂正を請求することができます。 

 

（７）利用停止の請求 

開示を受けた自己の個人情報が、特定の利用目的を達成するために必要な範囲を

超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発する

おそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得さ

れているとき、利用目的以外の目的で利用されており、例外事項に該当しないとき

又は本人の同意を得ずに外国の第三者に利用目的以外の目的のために提供されてい

るときは、市の機関に対し、個人情報の利用停止等を請求することができます。 

 



- 12 - 

 

（８）開示、訂正及び利用停止の決定に不服がある場合 

不開示、不訂正、利用不停止等の決定に不服がある場合には、行政不服審査法に

基づく審査請求を行うことができます。 

この場合、市の機関は学識経験者などで構成する「豊田市情報公開・個人情報保

護審査会」の意見を尊重し、公正に再度開示、訂正、利用停止等をするかどうかを

決定します。 

 

（９）罰則 

職員等が、個人情報の不正な提供をしたときは２年以下の拘禁刑又は１００万円

以下の罰金に、不正な収集をしたときは１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金

に、偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、

１０万円以下の過料に処せられます。 
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第２ 個人情報保護制度の実施状況 

１ 個人情報ファイルの届出状況 

市の機関からの個人情報ファイルの届出は３０５件です。このうち、市長の保有する

個人情報ファイルが２３８件と全体の約７８％を占めています。≪表８参照≫ 

 

表８ 個人情報ファイルの届出件数 

市 の 機 関 届 出 件 数  市 の 機 関 届 出 件 数 

市 長 ２３８件 教 育 委 員 会 １１件 

内 

訳 

市 長 公 室  選 挙 管 理 委 員 会 ２件 

企 画 政 策 部 ４件 監 査 委 員  

総 務 部 ６件 公 平 委 員 会  

市 民 部 ４３件 農 業 委 員 会 ３件 

地 域 活 躍 部 １６件 固定資産評価審査委員会  

魅 力 創 造 部 ２件 事 業 管 理 者 ２２件 

こども・若者部 ３３件 消 防 長 ２８件 

環 境 部 １２件 議 会 １件 

福 祉 部 ３４件 合   計 ３０５件 

保 健 部 ２２件   

産 業 部 ９件    

都 市 整 備 部 ４４件 

  建 設 部 １１件 

会 計 課 ２件 

 

２ 個人情報の開示等請求状況 

（１）開示等請求件数 

   令和７年度は、開示請求が１４８件ありました。訂正請求、利用停止請求はあり

ませんでした。≪表９参照≫ 

 

表９ 開示等請求件数 

開 示 請 求 訂 正 請 求 利用停止請求 合  計 

１４８件   １４８件 

 

（２）市の機関別開示等請求件数 

自己の個人情報が記載された公文書の開示等の請求は、その公文書を保有してい

る市の機関に対して行います。令和７年度の開示請求は、市長に対するものが１４

１件、教育委員会に対するものが１件、選挙管理委員会に対するものが１件、事業

管理者に対するものが２件、消防長に対するものが３件でした。≪表１０参照≫ 
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表１０ 市の機関別の開示請求状況 

市 の 機 関 令和７年度 令和６年度 

市 長 １４１件 １１６件 

内

     

訳 

市 長 公 室   

企 画 政 策 部   

総 務 部 ２７件 ５件 

市 民 部 ７０件 ６６件 

地 域 活 躍 部 

（地域振興部） 

４件  

魅 力 創 造 部 

（生涯活躍部） 

１件 ３件 

美 術 ・ 博 物 部  １件 

こども・若者部 ６件 ４件 

環 境 部   

福 祉 部 ２４件 ２９件 

保 健 部 ２件 ２件 

産 業 部 １件 １件 

都 市 整 備 部 １件 ４件 

建 設 部 ５件 １件 

会 計 課   

教 育 委 員 会 １件 ３件 

選 挙 管 理 委 員 会 １件  

監 査 委 員   

公 平 委 員 会   

農 業 委 員 会  ２件 

固定資産評価審査委員会   

事 業 管 理 者 ２件 ９件 

消 防 長 ３件 ３件 

議 会   

合   計 １４８件 １３３件 

備考 令和７年度から地域振興部の名称が地域活躍部に、生涯活躍部の名称が魅力 

創造部に変更されました。 

 

３ 個人情報の開示等決定状況 

（１）開示等の請求に対する決定状況 

令和７年度中にあった１４８件の開示請求の開示・不開示の決定を行いました。

決定の内訳は、全部開示５７件、部分開示（不開示情報を除いた部分についての開

示）６０件、不開示３１件でした。なお、取り下げられた開示請求はありませんで
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した。≪表１１参照≫ 

 

表１１ 開示請求決定状況 

 

（２）不開示理由の状況 

令和７年度は、表１１のとおり６０件について部分開示、３１件について全部を

不開示としています。 

その一部を不開示とした理由は、法第７８条第１項第２号（開示請求者以外の個

人情報）に該当したものが４１件、同条第３号（事業活動情報）に該当したものが

４件、同条第６号（審議、検討又は協議に関する情報）に該当したものが１件、同

条第７号（事務事業情報）に該当したものが５件、その他（個人情報を保有してい

ないため）が１８件であり、全部を不開示とした理由は、同条第７号（事務事業情

報）に該当したものが１件、法第８１条（行政保有個人情報の存否に関する情報）

に該当したものが２件その他（個人情報を保有していないため）が２８件となって

います。 

なお、１件の決定処理に対して、不開示理由が重複して該当する場合があるため、

不開示理由の件数は、部分開示及び全部を不開示とした合計件数を超えています。

市 の 機 関 件 数 
決 定 件 数 

全部開示 部分開示 不開示 取下げ 却下 

市 長 １４１件 ５６件 ５５件 ３０件   

内 
 
 
 

訳 
 

 
 

 

経営戦略部       

企画政策部       

総 務 部 ２７件 ８件 １４件 ５件   

市 民 部 ７０件 ３１件 ２１件 １８件   

地域活躍部 ４件 ２件  ２件   

魅力創造部 １件  １件    

美術・博物部       

こども・若者部 ６件 ２件 ３件 １件   

環 境 部       

福 祉 部 ２４件 １２件 ９件 ３件   

保 健 部 ２件 １件 １件    

産 業 部 １件  １件    

都市整備部 １件  １件    

建 設 部 ５件  ４件 １件   

教 育 委 員 会 １件  １件    

選挙管理委員会 １件  １件    

事 業 管 理 者 ２件  １件 １件   

消 防 長 ３件 １件 ２件    

合    計 １４８件 ５７件 ６０件 ３１件   
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≪表１２参照≫ 

 

表１２ 不開示（部分開示）理由別件数 

不 開 示 理 由 部分開示 不 開 示 合  計 

開示請求者の生命等を害する情報（１号）    

開示請求者以外の個人情報（２号） ４１件  ４１件 

事 業 活 動 情 報（３号） ４件  ４件 

審議、検討又は協議に関する情報（６号） １件  １件 

事 務 事 業 情 報（７号） ５件 １件 ６件 

行政文書保有個人情報の存否に関する情報

（第８１条） 
 ２件 ２件 

その他（個人情報を保有していないため） １８件 ２８件 ４６件 

合     計 ６９件 ３１件 １００件 

備考 不開示理由の号数は、法第７８条第１項の各号を示します。 

 

４ 審査請求の状況 

（１）審査請求制度 

請求に対する決定に不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から起算し

て３月以内に、市の機関に審査請求を行うことができます。 

市の機関は、審査請求に対して、再度、開示若しくは不開示、全部訂正若しくは 

部分訂正又は全部利用停止若しくは部分利用停止の検討を行い、却下すべきことが

明らかな場合や、請求の全部を認容する場合を除いて「情報公開・個人情報保護審

査会」に諮問し、その答申を尊重して開示、訂正又は利用停止をするかどうかの裁

決を行います。 

 

（２）審査請求の裁決状況 

令和７年度は、６件の審査請求がありました。また、令和４年度から処理を継続

した審査請求が３９件ありました。 

これらのうち７件について、令和７年度中に裁決を行い、その内訳は、棄却が１

件、却下が６件となっています。≪表１３参照≫ 

 

表１３ 審査請求の裁決状況 

市の機関 請求件数 継続件数 
裁決状況 

認容 棄却 却下 取下げ 処理中 

市長 ４件 ３９件  １件 ４件  ３８件 

事業管理者 ２件    ２件   

合計 ６件 ３９件  １件 ６件  ３８件 

 

（３）情報公開・個人情報保護審査会 

審査請求の審査などを行うための諮問機関として、学識経験者で構成する豊田市 

情報公開・個人情報保護審査会が設置されています。≪表６参照（７ページ）≫ 
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５ 出資法人等の個人情報保護の状況 

令和７年度は、２２団体に計１６件の開示請求がありました。決定の内訳は、全部

開示１４件、不開示２件でした。≪表１４参照≫ 

 

表１４ 出資法人等の決定状況 

団 体 名 請求件数 
決 定 件 数 

全部開示 部分開示 不開示 

公益財団法人 

豊田地域医療センター 
１３件 １２件  １件 

社会福祉法人豊田市福祉事業団 ３件 ２件  １件 

合  計 １６件 １４件  ２件 

  

６ 個人情報保護監査の実施状況 

（１）個人情報保護監査 

各実施機関における個人情報の適正かつ安全な取扱いを確保するために必要な対

策（以下「個人情報保護対策」という。）を、効率的かつ適切に行うため、豊田市

個人情報保護庁内調整会議を設置し、各実施機関の個人情報保護対策に対する監査

（以下「個人情報保護監査」という。）を実施しています。 

 

（２）監査対象 

令和７年度は、表１５のとおり８所属、１０事務について、個人情報保護監査を

実施しました。 

 ア 対象所属 

次に該当する所属かつ過去３年以内に監査対象となっていない所属 

①個人情報を取り扱う事務のうち法第７５条第１項、第２項及び第３項の規定によ

り個人情報ファイル簿への掲載が義務付けられている個人情報ファイルを所管する

所属 

②直近２年間に個人情報漏えい等の事故が発生した所属 

 

イ 対象事務 

 ①対象所属が行う個人情報ファイル利用事務 

 ②個人情報漏えい等の事故が発生した事務 

 

表１５ 監査対象所属及び事務 

監査対象所属 監査対象事務 

図書館管理課 図書館利用者管理に関する事務 

警防救急課 災害・救急活動統計管理・報告に関する事務 

森林課 人工林適正管理の推進に関する事務 

未来都市推進課 介護予防事業「ずっと元気！プロジェクト」に関する事務 

料金課 
上下水道料金賦課・徴収に関する事務 

給水装置工事に関する事務 
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その他水道事業に関する事務 

水道維持課 漏水修繕に関する事務 

農業委員会事務局 農地転用に関する事務ほか 

とよた市民活動セ

ンター 

豊田市市民活動促進補助金に関する事務 

 

（３）監査内容 

個人情報ファイル簿に掲載されている個人情報ファイルを使用する個人情報利用事

務を中心に、各所属における個人情報全般の取扱いについて点検を行いました。 

ア 対象事務概要の確認 

   （ア）個人情報利用事務又は関係事務の流れ 

   （イ）事務分担及び事務取扱担当者の確認 

   （ウ）事務室内の確認 

イ 安全管理措置（評価書の内容に沿って点検） 

   （ア）取得、利用、保存、提供等の運用について 

  （イ）組織的、人的、物理的、技術的安全管理措置について 

ウ 委託の取扱いについて 

 

（４）監査結果 

全ての対象所属において、法令違反等の重大な指摘事項及び直ちに漏えい等につな

がるおそれの高い取扱いはなく、おおむね適正に処理されていました。 

 

 

 
















































